
子ども・子育て支援新制度の施行に伴う 

「放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準（案）」に対する 

パブリックコメント実施結果について 

１ 概要 

「子ども・子育て支援新制度」の施行に伴う関係条例の制定について、パブリッ

クコメント手続きにより、市民の皆様から御意見をいただきましたので、御意見の

内容及び御意見に対する本市の考え方を次のとおり公表します。 

２ 意見募集の概要 

題     名 
子ども・子育て支援新制度の施行に伴う「放課後児童健全育

成事業の設備及び運営の基準（案）」 

意見の募集期間 平成 26 年 8 月 28 日（木）～平成 26 年 9 月 26 日（金） 

意見の提出方法 電子メール、ＦＡＸ、郵送、持参 

募集の周知方法 

川崎市ホームページへの掲出、情報プラザ、各区役所（市政

資料コーナー）、市民･こども局こども本部子育て施策部青少

年育成課へのチラシ掲示、「子ども・子育て支援新制度（放課

後児童健全育成事業）」利用者説明会における説明・資料配布、

民間放課後児童健全育成事業者への説明会における説明・資

料配布、各わくわくプラザ室へのチラシ掲示 

結果の公表方法 
川崎市ホームページ、情報プラザ、各区役所（市政資料コー

ナー）市民･こども局こども本部子育て施策部青少年育成課 

３ パブリックコメント手続で寄せられた意見について（内訳） 

意見提出数（意見件数） ７８通 （ １７３件）

電子メール ５８通 （ １１８件）

ＦＡＸ １５通 （  ４８件）

郵送 ５通 （   ７件）

持参 ０通 （   ０件）

資料１

１

参考資料５



４ 意見の内容と対応 

パブリックコメントの結果、今後の施策・事業の推進に向けて参考にする意見・

 要望や事故防止のための対策を講じるよう意見があったことから、一部の意見を反

映して条例案を策定します。

【意見に対する本市の考え方の区分】 

Ａ：御意見の趣旨を踏まえ、基準に反映させるもの 

Ｂ：御意見の趣旨が基準（案）に沿った意見であるもの 

Ｃ：今後の施策・事業を推進する中で参考とさせていただくもの 

Ｄ：基準（案）や施策に対する質問や意見であり、基準（案）や施策の内容の考え方

等を説明するもの 

Ｅ：その他 

○ パブリックコメントで寄せられた御意見の件数と市の考え方の区分 

項目 件数 
市の考え方（単位：件） 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

１ 基準条例全般に関すること ２２  １  ７  ４ １０

２ 設備に関すること １３  ５   ８

３ 職員の員数及び資格に関すること ２２  １ ２１

４ 児童の集団の規模に関すること    ３   ３

５ 開所時間及び日数に関すること    ６   ６

６ その他運営に関すること    ６   ６

７ その他 １０１  １ １００

合   計 １７３  １  ７ １１ １５４  ０

２



番号 意見趣旨 意見に対する市の考え方 区分

1

新制度を運用する行政側にも、市内のすべての学
童保育施設が新制度の基準を満たし、また、それ
らが安心して利用できるような施設であり続ける
よう指導・支援する仕組みや組織が必要だ。

御意見を踏まえて、安心して利用できる事業と
するため、事故防止に必要な対策を講じるよう
基準の中に明確化いたします。

Ａ

2

今回、新制度の施行により、一定の基準ができた
ことで、それをクリアした施設かどうかという利
用者側の判断基準ができることは評価できる。
（計２件）

児童の健全育成を図るため、放課後児童健全育
成事業の設備及び運営の水準を向上させてまい
ります。

Ｂ

3 現実に即した基準としてほしい。（計３件）
条例での基準は設備及び運営の最低基準を定め
るものです。

Ｂ

4
川崎市でのこれまでの長年に亘る取り組みを振り
返り、川崎の現在の状況を下回ることのない基準
を設けていくべきである。

放課後児童健全育成事業者は最低基準を理由と
してその設備及び運営の水準を低下させてはな
らないことと定めてまいります。

Ｂ

5
現在ある学童保育施設が運営出来なくなるような
事態は困る。移行期間など十分に検討してほし
い。

専用区画の面積基準と職員の資格に関する基準
については5年間の経過措置を設けます。

Ｂ

6
子どもを取り巻く社会環境は日々刻々と変化す
る。条例が制定されたあとも、３年に一度は検証
し、見直しの機会を持ってほしい。(計４件)

最低基準を常に向上させるよう努めることとし
ている条例の趣旨に沿って、社会環境に適切に
対応した事業となるよう検証を行ってまいりま
す。

Ｃ

7

対象児童については、『すべての小学生を対象に
保護者の就労のいかんに関わらず、放課後の児童
の安全な居場所の確保』のわくわくプラザ施策に
基づいて、すべての小学生を対象にすべきであ
る。

厚生労働省の放課後児童健全育成事業について
市が条例を定めるものですので、保護者が労働
等により昼間家庭にいない、小学校に就学して
いる児童が対象になります。なお、本市におい
ては今後も放課後児童健全育成事業を包含した
わくわくプラザ事業を全児童対策事業として実
施してまいります。

Ｄ

8
児童への人権への配慮や人格を尊重した運営は、
「川崎市子どもの権利に関する条例」を基に更な
る充実を図るべきである。

「川崎市子どもの権利に関する条例」を基に，
児童の人権への配慮や人格を尊重した運営を今
後も行ってまいります。

Ｄ

9
現状うまく機能している自主運営の学童保育施設
に対して、一方的に基準を押し付けないでほし
い。

この条例は放課後児童健全育成事業を行うにあ
たり最低基準を定めるものであり、すべての放
課後児童健全育成事業を行う者に適用されるも
のです。

Ｄ

10
基準となる部分の表現があいまいだ。具体化され
ていく過程において、パブリックコメントを何ら
かの形で取っていただきたい。

この条例は放課後児童健全育成事業を行うにあ
たり最低基準を定めるものです。詳細について
は別途規定し、わくわくプラザ事業の指定管理
者に対しては仕様書に定め、民間の放課後児童
健全育成事業者に対しては内容を周知してまい
ります。

Ｄ

11

「設備、備品等」と「放課後児童支援員及び補助
員」についての「利用者の支援に支障がない場合
には、この限りでない」は、事業者が支障の有無
を判断するのではなく、「利用者の支援に支障が
ないと川崎市が判断した場合には、この限りでな
い」とすべきではないか。

「設備、備品等」と「放課後児童支援員及び補
助員」に関することは、事業者が利用者に質の
高いサービスを提供するために適切に行うもの
と考えます。なお、この条例は放課後児童健全
育成事業の設備及び運営の最低基準を定めるも
のでありますから、基準に沿った運営がされる
よう指導してまいります。

Ｄ

12

地域社会との交流等については、「地域の人々と
のかかわりを求め、ともに育ちあう場を創る」
（わくわくプラザ事業実施要領第２条抜粋）など
の具体化した表記をするべきである。

この条例は放課後児童健全育成事業の設備及び
運営の最低基準を定めるものです。運営の詳細
については別途規定し、わくわくプラザ事業の
指定管理者に対して仕様書に定め、民間事業者
に対しては内容を周知してまいります。

Ｄ

５　具体的な内容と市の考え方

（１）　基準条例全般に関すること（２２件）

３



13
わくわくプラザにお金を出しているというならば
質をもっと向上させるべき。学童という場所とは
とらえていない。

本市は放課後児童健全育成事業を包含したわく
わくプラザ事業を全児童を対象として実施して
おります。最低基準を超えて、常に設備及び運
営の水準を向上させなければならないという基
準の趣旨に基づき、放課後児童健全育成事業と
しての充実を図ってまいります。

Ｄ

14
わくわくプラザだけでなく川崎市全体の学童保育
所が子どもにとってよりよい居場所となるように
考慮されることを求める。

この条例は放課後児童健全育成事業の設備及び
運営の最低基準を定めるものです。しかしなが
ら、最低基準を超えて、常に設備及び運営の水
準を向上させなければならないという基準の趣
旨に基づき、本市の放課後児童健全育成事業の
充実を図ってまいります。

Ｄ

15

「放課後児童健全育成事業」とは「わくわくプラ
ザ事業」と「放課後児童健全育成事業届出施設」
が対象になるのか。今年度実施されている対象施
設で示してほしい。わくわくプラザ事業が対象に
なるのであれば、参考資料に「定期的な利用（市
配布のわくわくプラザのしおり）」が明記されて
いないが、わくわくプラザの全登録児童数が対象
になるのか。

わくわくプラザ事業は放課後児童健全育成事業
を包含して実施しており、就労を理由として利
用する児童が放課後児童健全育成事業の対象と
なっています。民間の放課後児童健全育成事業
者は、放課後児童健全育成事業の届出をしてい
る事業が対象となります。

Ｄ

16
内閣府の子ども・子育て支援新制度には、私設の
放課後児童クラブを利用する家庭も含まれるので
はないか。

この基準においては、民間の放課後児童健全育
成事業者が行う放課後児童健全育成事業の利用
者も含まれます。

Ｄ

17

わくわくプラザが専有区画面積の基準を満たし、
安心して過ごすことができるスペースを確保する
ために、小学校施設の一部を供用するなどの暫定
措置が必要と考えられるが、学校との間の利用の
方法に工夫が必要である。（計５件）

学校の余裕教室や多目的室等の使用について学
校や関係部署と協議しているところです。今後
も学校教育の支障にならない範囲での使用につ
いて協議し、必要なスペースを確保してまいり
ます。

Ｃ

18
専用面積基準を著しく下回る施設については、５
年の猶予をおかず早急に対処するべきだ。
（計２件）

専用面積の基準を下回る放課後児童健全育成事
業所が基準への対応を行うためには一定期間の
設定が必要と考えておりますが、早期の対応が
図られるよう指導・助言を行ってまいります。

Ｄ

19
児童一人あたりの面積が１.６５平方メートルで
はかなり狭いのではないか。（計２件）

この条例は放課後児童健全育成事業の最低基準
を定めるにあたり、国の示すおおむね１.６５㎡
を根拠として定めているものです。

Ｄ

20
「面積はおおむね１.６５平方メートル以上」
は、おおむねでなく「児童1人につき１.６５平方
メートル以上」とすべきではないか。

この条例は放課後児童健全育成事業の最低基準
を定めるにあたり、国の示すおおむね１.６５㎡
を根拠として定めているものです。

Ｄ

21

「専用区画｣は、児童が放課後あるいは学校休業
日を1日過ごす場所として、塾教室やお稽古事、
放課後子供教室、地域の寺子屋事業などの使用区
分として使用しないように明記すべきではない
か。

専用区画については国の基準で「専ら当該放課
後児童健全育成事業の用に供するものでなけれ
ばならない。ただし、利用者の支援に支障がな
い場合は、この限りでない。」とされており、
「設備等」につきましては、国の基準に沿った
基準としております。

Ｄ

22
構造設備については、抽象的な表現ではなく具体
的な箇所を列記し、要綱で充実を図るよう明記す
べきである。（計２件）

この条例は放課後児童健全育成事業の設備及び
運営の最低基準を定めるものです。詳細につい
ては別途規定し、わくわくプラザの指定管理者
に対しては仕様書に定め、民間の放課後児童健
全育成事業者については基準に基づき運営され
るよう必要な助言等をしてまいります。

Ｄ

（３）　職員に関すること（２２件）

23

わくわくプラザにおいて経験を積んだ職員は利用
者にとって安心して預けられる人員なので、その
ような人員をそろえるとともに、事故防止等や子
どもの成長を考えて余裕をもった人員配置を要望
する。

わくわくプラザ事業における職員の数は、支援
の単位ごとに２人以上として、利用人数や利用
状況に応じて必要な職員を配置するなど、今後
も必要な対応をしてまいります。

Ｃ

（２）　設備に関すること（１３件）

４



24

放課後児童支援員の資格や員数については、現行
の状況や雇用形態を考えると不安を覚える。待遇
や雇用のあり方を考察する必要がある。当面はし
のげるとしても、支援員の長期雇用などを考える
と、現行の事業者では様々な困難が伴うことが憂
慮される。子どもの増減やその他の環境の変化に
も耐えられる予算措置などが必要である。

支援員の採用につきましては、基準に沿い、事
業者の判断で行うものと考えております。わく
わくプラザの管理・運営は指定管理者制度を導
入しており、今後も必要な対応をしてまいりま
す。

Ｄ

25
指導員について　試験だけで選定してほしくな
い。面接で経験を重要視してほしい。

支援員の採用につきましては、基準に沿い、事
業者の判断で行うものと考えております。

Ｄ

26

放課後児童支援員の資格について、何らかの資格
を持つ者と高等学校等卒業で児童福祉事業に２年
以上従事した経験者が同列で、いずれも都道府県
知事の行う研修に参加することとあるが、都道府
県知事の研修において高卒２年以上のものに対す
る補足の研修を検討して頂きたい。経験は重要だ
が、理論的な学習も重要である。（計６件）

この条例は放課後児童健全育成事業の設備及び
運営の最低基準を定めるものです。放課後児童
支援員としての理論的な学習は、都道府県知事
が行う研修において行われるものとされており
ます。なお、事業者は職員に対し、その資質の
向上のための研修の機会を確保するものとして
おります。

Ｄ

27
子どもの保育の質、働く父母の安心のためにも、
放課後児童支援員は複数(２名以上)が資格のある
支援員にするべきである。（計６件）

この条例は放課後児童健全育成事業の設備及び
運営の最低基準を定めるものです。国の基準で
は、支援の単位ごとに支援員を２名以上配置す
ること、ただし1名を除き補助員をもって代える
ことができるものとしており、国の基準に沿っ
た基準としているものです。

Ｄ

28

学童は子供が縦の関係やグループ活動など、「社
会人基礎力」を養うために大変重要な場である。
指導員の質の確保、そして指導員に長く安心して
仕事をしていただくためには、給与や福利厚生な
どの整備が必要である。（計４件）

この条例は放課後児童健全育成事業の設備及び
運営の最低基準を定めるものであり、給与や福
利厚生に関することは、事業者が労働基準法等
を遵守して、運営を行うものと考えます。

Ｄ

29
指導者は利用児童との信頼関係が大切なので、
ローテーションではなく固定してほしい。

支援員の配置に関することは、事業者が利用者
に質の高いサービスを提供するために適切に行
うものと考えます。なお、この条例は放課後児
童健全育成事業の設備及び運営の最低基準を定
めるものでありますから、基準に沿った運営が
されるよう指導してまいります。

Ｄ

30

「2年以上児童福祉事業に従事したもの」の2年
は、年数だけを記載するのでなく、2年以上の勤
務かつ総勤務時間数が2880時間以上と保育士受験
資格と同等の勤務時間数を課すことが必要ではな
いか。（計２件）

支援員については、厚生労働省の通知で「2年以
上従事し、かつ、総勤務時間が2000時間程度あ
ることが一定の目安」とされていることから、
これに沿った運営・指導を行ってまいります。

Ｄ

31

開室時間について、川崎市の場合、都内に勤務す
る親が多く、通勤時間も考慮すると、1日保育の
場合は朝８時から夕方7時まで１１時間、授業が
ある日も最低でも６時間以上は必要と考える。
（計４件）

この条例は放課後児童健全育成事業の最低基準
を定めるものであり、放課後児童健全育成事業
所は基準を満たし、地域の実情に応じた開所時
間を設定するものと考えております。

Ｄ

32
「開所日数」は、月曜日から金曜日の開設では１
年につき２５０日に満たないので、２５０日に満
たないところについて配慮すべきではないか。

国の基準では開所日数については２５０日以上
を原則とし、地域の実情を考慮し、事業所ごと
に定めることとしており、国の基準に沿った基
準としているものです。

Ｄ

33

女性の社会進出や子育て世代を支援する国の方向
性が示されている今こそ、わくわくプラザ事業の
開所時間を１９時等に延長するといった措置が必
要である。

わくわくプラザ事業の開所時間は１８時までで
すが、「子育て支援・わくわくプラザ事業」と
して、有料で１９時までご利用いただいていま
す。

Ｄ

（４）　開所時間及び日数に関すること（６件）

５



34

「専用区画の面積は、児童一人につきおおむね
1.６５平方メートル以上でなければならないこ
と」という記述と「児童の集団の規模」に「一の
支援の単位を構成する児童の数は、おおむね４０
人以下とすること」という記述から、４０人が定
員と推察されるが、国の基準では放課後児童クラ
ブには定員を定めているので、一支援単位の定員
を４０人以下と明記すべきである。（計３件）

国の基準では「一つの支援単位を構成する児童
の数はおおむね４０人以下とする」とされてお
ります。本条例では国の基準に沿った基準とし
ております。

Ｄ

35
おやつやこどもが魅力を感じられるようなイベン
トの実施について規定してほしい。（計３件）

この条例は放課後児童健全育成事業の設備及び
運営の最低基準を定めるものです。事業の運営
につきましては、基準を基に各事業者が利用者
の状況等に応じて実施するものと考えます。な
お、わくわくプラザ事業の指定管理者に対して
はおやつの提供について仕様書に定め、希望す
る利用者に実費負担で用意しています。

Ｄ

36

わくわくプラザが今回の条例化で何が変るのか、
変らないのかを明記すべきではないか。特に専用
区画のところについて、何も変らないのであれば
その理由を説明すべきではないか。

わくわくプラザ事業が包含する放課後児童健全
育成事業について基準に基づく運営を行うもの
で、わくわくプラザ事業の運営や利用方法に変
更はありません。専用区画については、改修工
事や学校・関係部署との協議により、必要なス
ペースを確保してまいります。

Ｄ

37
猶予期間も含め、基準に達することができなけれ
ば補助金の停止や閉鎖などの処置が行われるの
か。

児童福祉法の「市町村長は放課後児童健全育成
事業を行うものに対し、違反、不当な営利、児
童の処遇について不当な行為をした場合は、事
業の制限又は停止を命令できる」とする規定に
基づき、適正なサービスが提供されるよう、適
切に対処してまいります。

Ｄ

38

「労働等」とは、保護者就労以外ではどのような
要件が対象にされているのか。「昼間家庭にいな
いもの」とは、何時から何時までを昼間と規定さ
れているのか。

「労働等」には保護者の疾病や介護等を含みま
す。
昼間の時間帯については明確な規定はありませ
んが、授業終了後の放課後の時間帯等と考えて
おります。

Ｄ

39
わくわくプラザも利用料を徴収した方がいいので
はないか。

受益と負担のあり方については重要な課題であ
ると考えており、今後検討してまいります。

Ｃ

40
子ども・子育て支援法の市町村等の責務に則り、
川崎市がその役割を積極的に果たせるように市の
責任を明確にしてほしい。

子ども・子育て支援法に基づき、策定する本市
の子ども・子育て支援事業計画の中で、総合的
な子育て支援策を位置付けてまいります。

Ｄ

41

基準が定められれば、それに従うのが義務だと思
うが、そのために既存の学童保育が運営できなく
なってしまうのは困る。子どもを安心して預けら
れるような自主学童保育を保つため、市の財政的
な援助をお願いしたい。（計９８件）

この条例は放課後児童健全育成事業の最低基準
を定めるものです。民間の放課後児童健全育成
事業者には様々な運営形態があり、その対応に
ついて検討を行っております。

Ｄ

42

生活保護家庭、就学援助を受けている家庭は、わ
くわくでのおやつ代・保険料・イベント参加料免
除。自主学童への入会金・会費の全額負担あるい
は補助をお願いする。

この条例は放課後児童健全育成事業の最低基準
を定めるものです。民間の放課後児童健全育成
事業者には様々な運営形態があり、その対応に
ついて検討を行っております。なお、わくわく
プラザ事業の実施にあたり、おやつ代、保険料
等は実費負担をお願いしています。

Ｄ

（６）　その他運営に関すること（６件）

（７）　その他の意見等（１０１件）

（５）　児童の集団の規模に関すること（３件）

６


